
棟に入院している患者（第3節の特定入院料を算定する患  

者を除く。）について、特別入院基本料として、563点  

を算定できる。  

棟に入院している患者（第3節の特定入院料を算定する患  

者を除く。）について、特別入院基本料とし七、563点  

（生活療養を受ける場合にあっては、549点）   を算定で  

きる。  

3～5 （略）   3～5 （略）  

AlO9 有床診療所療養病床入院基本料（1日につき）  AlO9 有床診療所療養病床入院基本料（1日につき）  

1 （略）   

2 有床診療所療養病床入院基本料2  

イ 入院基本料A  975点  

（生滑療養を受ける場合にあっては、961点）  

1 （略）  

2 有床診療所療養病床入院基本料2   

イ 入院基本料A  975点  

ロ 入院基本料B  871点  

（生活療養を受ける場合にあっては、857点）  

871点  ロ 入院基本料B  

ハ 入院基本料C  764点  

（生活療養を受ける場合にあっては、750点）  

764点  ハ 入院基本料C  

ニ 入院基本料D  ・602点  

（生活療養を受ける場合にあっては、588点）  

602点  ニ 入院基本料D  

ホ 入院基本料E  520点  

（生活療養を受ける場合にあっては、506点）  

520点  ホ 入院基本料E  

注1（略）   

2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床   

診療所については、当分の間、地方社会保険事務局長に届  

け出た場合に限り、，当該有床診療所に入院している患者に  

ついて、特別入院基本料として、450点（生活療養を受  

注1 （略）   

2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床   

診療所については、当分の間、地方社会保険事務局長に届   
け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者に   

っいて、特別入院基本料として、450点を算定できる。  

3～5 （略）．  

っ  ける場合にあ  

3～5 （略）   
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第3節 特定入院料  

区分  
A398 回復期リハビリテーション病棟入院料（1日につき）  

1，680点  

第3節 ■特定入院料  

区分  
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料て1日につき）  

1，680点  昭島）   
注1～2 （略）  注1～2 （略）  

A316 診療所老人医療管理料（1日につき） 114日以内の期間  

A316 診療所老人医療管理料（1日につき）  

114日以内の期間  

（生活療養を受ける場合にあっては、  

1，080点  

645点  

1，0寧0点  
1，066点）  

2 15日以上の期間  2 15日以上の期間  645点  
（生活療養を受ける場合にあっては、631点）  

注1～2 （略）   

3 診療所老人医療管理料を算定した直近の日から30日を   

経過しない日に再び診療所老人医療管理を行った場合にあ  

注1～2 （略）   

3 診療所老人医療管理料を算定した直近の日から30日を   

経過しない日に再び診療所老人医療管理を行った場合にあ  

っては、645点を算定する。   っては、645点  生活療養を受ける場合にあっ  ては、6  

31点）を算定する。   

第4節 短期滞在手術基本料・  

区分  
A400● 短期滞在手術基本料  

1（略）   

2 短期滞在手術基本料2  

第4節 短期滞在手術基本料  

区分  
A400 短期滞在手術基本料  

1 （略）   

2 短期滞在手術基太料2  、4，800点  4，800点  

（生活療養を受ける場合にあっては、4，772点）  

注1～3 （略）  注1～3 （略）  
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別紙5   

入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準（改正案）  
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別紙6   

厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養（案）  
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重 任用兵剤の薬価（薬価基準〉」空埴土八年厚生労働省告示笹．   

九十五号）に収載されている医薬品（別に厚生労働大臣が定砂  

るものに限る。）の投与であって、  薬事法第十四条第一項又  
は第十九条の二第一項の規定嚇L  
効能又は卿こ係るもの  

（別に厚生労働大臣が定める条件及び期間の範囲内で行われ  

るものに限る  

塾三選定療養   

二 特別の療養環境の提供   

二 予約に基づく診察  

三 保険医療機関  （老人保健法第二十五条第三項第二号に規定  

する病院及び診療所を含む。）が表示する診療時間以外の時  

間における診察  

四 病床数が二百以上の病院について受けた初診（他の病院又  

は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急そ唯  
むを得ない事情がある場合に受けたものを除く。）  

五 病床数が二百以上の病院について受けた再診（当該病院が  

他の病院（病床数が二百未満のものに限る。）又は診療所に対  

して文書による紹介を行う旨の申  出を行っていない場合及び  

緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたも  のを除   

∴－、⊥  

杢 診療報酬の算定方法（平成十八年厚生労働省告示第九十二   

号）に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労   

働大臣が定めるもの  
大臣が定める方法により計算した入院期間が  生 別に厚生  

百八十日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その  
定める状態等にある者の入院   他の看護（別に厚生労働大臣が  
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及びその療養に伴う世話その他の看護型準U  

△前歯部卿金加金の支   
塾  

生 金属床による総義歯の提供  

土 艶堕麒麟蝕多発傾向を有しないも（引こ   

限瑚叫こ対する指   
導管理  
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別紙7   

保険外併用療養費に係る療養の費用の額の算定方法（案）  

改．  正  案  現  行  

健康保険法第八十六条第一項に規定する療養  （同法弟六十三粂  

卿嘩第二号粧規定する生準  

療養を除く。）及び老人保健法第三十一条の三第一項に規定する  

療養（同法第十七粂第二項第一号  に規定する食事療養及  び同項第  

二号に規定する生活療養を除く。）咽  

ついては、診療報酬の算定方法（平成十八年厚生労働省告示顔九  

十二号）の例による。  この場合において、別表第一の上（左）欄  

に掲げる療養を行った場合にあっては同表の下（右）欄に掲げる  

養を行った場合にあっては同表の下（右）・欄に掲げる点数を用い  襲撃旦壁ヱたものとみなして、別表第二の」二（左＝御こ掛ヂ卓療   
て、それぞれ算定するも  とする。  

別表第一  

上（左）欄の診療のうち検査、  

画像診療、投薬及び注射に係  
る診療（投薬及び注射に係る診  

療に．あっては、当該治験の対  
象とされる薬物の予定される  

効能又は効果と同様の効能又  
は効果を有する医薬品に係る  

診療に限る。）を行わないもの。  

ただし、薬事法第八十条の二   

薬事牲（昭和三十五年法律第百  

四十五号）第二条第十五項に規  

定する治験（人体に直接使用さ  

れる薬物に係るものに限る。）  

に係る診療  
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第二頓に規定する自ら治験を  

実施しようとする者による治  
験に係る診療にあっては、上  
（左）欄の診療のうち投薬及  

び注射に係る診療（当該治験の  

対象とされる薬物の予定され  
る効能又は効果と同様の効能  

又は効果を有する医薬品に係  

る診療に限る。）を行わないも  

の  

薬事法第■二条第十五項に規定す  

る治験（機械暑旨具等に係るもの  

に限り、同法第八十条の二第二  

項に規定する自ら治験を実施し  

ようとする者によるものを除  

く。）に係る診療  

上（左）欄の診療のうち検査  

及び画廠診断に係る診療（当該  

治験の対象とされる機械器具  
等を使用した処置若しくは手  

術又は歯冠修復及び欠損補綴  

が行われた目から起算して前  

八日目に当たる日から当該処  

置若しくは手術又は歯冠修復  

及び欠損補綴が行われた日か  
ら起算して八日を経過する日  
までの間（二以上甲処置若しく  

は手術又は歯冠修復及び欠損  
補綴が行われた場合にあって  

は、最初の処置若しくは手術  

又は歯冠修復及び欠挽補綴が  
行われた日から起算して前ノし  
日日に当たる日かち最後の処  
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置若しくは手術又は歯冠修復  

及び欠損補磯が行われた日か  

ら起算して八日を経過するロー  

までの間とする。）に行われた  

ものに限る。）を行わないもの   

前歯部の鋳造歯冠修復に金合金  前歯部の鋳造歯冠修復に歯科   
又は白金加金を使用した療養  鋳造用金銀パラジウム合金を  

使用した療養   
綺義歯の床部に金属を使用した  総義歯の床部に熱可塑性樹脂   

療養   を使用した療養   

別表第二  

入院期間が百八十日を超えた日  

以後の入院に係る療養  

上（左）欄の療養に係る所定  

点数から、当該所定点数を構  

成する点数であって別に厚生  

労働大臣が定めるものに百分  

の十五を乗じた点数を控除し  

た点数  

・モニ、   


